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１ 除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインの第８の２を以

下のとおり改める。 

 

「２ 元方事業者による被ばく状況の一元管理 

元方事業者は、第３の２から４の被ばく線量管理が適切に実施されるよう、放射線

管理者を選任し、１の(1)の安全衛生統括者の指揮のもと、次の事項を含む、関係請負

人の労働者の被ばく管理も含めた一元管理を実施させること。 

なお、放射線管理者は、放射線関係の国家資格保持者又は専門教育機関等による放

射線管理に関する講習等の受講者から選任することが望ましいこと。 

(1) 発注者と協議の上、汚染検査場所の設置及び汚染検査の適切な実施を図ること。 

(2) 関係請負人による第３の２から４及び第８の４に定める措置が適切に実施される

よう、関係請負人の放射線管理担当者を指導、又は援助すること。 

(3) 労働者の過去の累積被ばく線量の適切な把握、被ばく線量記録等の散逸の防止を

図るため、「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」に参加すること。 

(4)その他、放射線管理のために必要な事項を実施すること。」 

 

２ 特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインの第７の３

を以下のとおり改める。 

 

「３ 元方事業者による被ばく状況の一元管理 

特定線量下業務を行う元方事業者は、放射線管理者を選任し、次の事項を含む、関係

請負人の労働者の被ばく管理も含めた一元管理を実施させること。なお、放射線管理者

は、放射線関係の国家資格保持者又は専門教育機関等による放射線管理に関する講習等

の受講者から選任することが望ましいこと。 

(1) 労働者の過去の累積被ばく線量の適切な把握、被ばく線量記録等の散逸の防止を図る

ため、「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」に参加すること。 

(2) 関係請負人による第７の３に定める措置が適切に実施されるよう、必要な指導・援

助を実施すること。」 

 

３ 事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン

の第 10 の３を以下のとおり改める。 

 

「３ 元方事業者による被ばく状況の一元管理 

事故由来廃棄物等処分業務を行う事業の元方事業者は、被ばく管理が適切に実施され

るよう、放射線管理者を選任し、安全衛生統括者の指揮のもと、次の事項を含む、関

係請負人の労働者の被ばく管理も含めた一元管理を実施させること。 

なお、放射線管理者は、放射線関係の国家資格保持者又は専門教育機関等による放射

線管理に関する講習等の受講者から選任することが望ましいこと。 
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(1) 発注者と協議の上、汚染検査場所の設置及び汚染検査の適切な実施を図ること。

(2) 関係請負人による第３の３から５までの措置が適切に実施されるよう、関係請負

人の放射線管理担当者を指導、又は援助すること。

(3) 労働者の過去の累積被ばく線量の適切な把握、被ばく線量記録等の散逸の防止を

図るため、「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」に参加すること。

(4) その他、放射線管理のために必要な事項を実施すること。」


